
高知県の人権について 概要版

令和８年○月
高知県

　県民の方々に身近に存在している人権問題に気付いていただくことを目的に、
毎年高知県人権施策基本方針に掲げる同和問題、女性、子ども、高齢者、
障害者、感染症患者等、外国人、犯罪被害者等、インターネットによる人権侵
害、災害と人権、性的指向・性自認、ハラスメント等の様々な人権課題につい
て、課題や相談・対応件数、人権尊重への取組などをとりまとめ、県人権・男女
共同参画課のホームページで公表しています。
　この冊子は、ホームページに公開した「高知県の人権について」の概要版です。

全ての人の人権が尊重され、安心し
て生活できる社会づくり

※この概要版は、ホームページから抜粋して、掲載
しておりますので、詳しくはQRコードからホーム
ページ版をご覧ください。

各相談窓口・支援機関一覧

【資料４】

「高知県の人権について」ホームページ

※各人権課題に相談窓口を記載していますが、
詳細な相談窓口は、上記のＱＲコードからアクセス
してください。



１．同和問題
 同 和 問 題 は 、 日 本 社 会 の 歴 史 的 過 程 で 形 作 ら れ た 身 分 差 別 に よ り 、 日 本 国
民 の 一 部 の 人 々 が 、 長 い 間 、 経 済 的 、 社 会 的 、 文 化 的 に 低 い 状 態 に 置 か れ る
こ と を 強 い ら れ 、 同 和 地 区 と 呼 ば れ る 地 域 の 出 身 者 で あ る こ と な ど を 理 由 に
結 婚 を 反 対 さ れ た り 、就 職 な ど の 日 常 生 活 の 上 で 差 別 を 受 け て き た 問 題 で す 。

２．女性
 配 偶 者 （ 元 配 偶 者 含 む ） や 同 棲 相 手 等 の 身 近 な 人 か ら の 暴 力 、 い わ ゆ る ド メス ティ ッ 
ク ・ バ イ オ レ ン ス （ Ｄ Ｖ ） の 被 害 者 は 、 多 く の 場合 女 性 で あ り 、 女性への暴力は個 人 の尊 
厳 を 害 し 、 女 平 等 の 妨 げ と な る 大 き な 課 題 で す 。
 女 性 に 対 す る 暴 力 の 背 景 に は 、夫が妻に暴力を振るうのはある程度は仕方がないといった社会
通念、妻に収入がない場合も多いといった男女の経済的格差など、さま ざ ま な 社 会 的 背 景 が 存 在 し 
て い ま す が 、 い か な る 理 由 で も 暴 力 は 許 さ れ る もの で は あ り ま せ ん 。

機関名 相談時間 連絡先

高知地方法務局人権擁護課
（みんなの人権110番）

月～金 8:30～17:15
（年末年始、祝日を除く）

0570-003-110

（公財）高知県人権啓発センター 月～金 8:30～12:00    
    13:00～17:15
（年末年始、祝日を除く）

088-821-4681

機関名 相談時間 連絡先

高知県女性相談支援センター
※来所相談も可能です

電話：月～金   9:00～17:15
      18:00～20:00
    土日祝  9:00～17:15

088-833-0783

こうち男女共同参画センター
「ソーレ」

9:00～12:00 13:00～17:00
（第２水曜日、年末年始・ 
 祝日を除く）

088-873-9555

相談窓口の抜粋

相談窓口の抜粋



３．子ども
 「児童の権利に関する条約」では、子どもがひとりの人間として大人と同様に様々な権利を持
つ主体であることを明確にしています。また、日本では「こども基本法」において、子どもが個
人として尊重されて基本的人権が保障されることや、子どもが生涯にわたって健やかに成長する
ことができる社会を目指すこととしています。「児童福祉法」においても、子どもが権利の主体
であることが位置づけられ、本県でも、子どもの健やかな成長発達を支援する体制づくりや、子
どもの権利擁護の取組等を進めています。

４．高齢者
 我が国は現在、出生率の低下による少子化と平均寿命の伸びによる高齢化が進行しています。令和７
年５月１日現在の人口推計における本県の65歳以上の高齢人口は、約239千人で、県人口の36.9％を占め、
県民の2.7人に１人が65歳以上という高齢社会を迎えています。
 県では、令和６年３月に「高知県高齢者保健福祉計画・第９期介護保険事業支援計画」を策定し、高
齢者の権利擁護に向けた取組等を推進しています。 

機関名 相談時間 連絡先

高知県中央児童相談所
※虐待通告については24時間対応

来所相談（原則予約相談）
電話：月～金   8:30～17:15
（年末年始、祝日を除く）

088-821-6700

高知県幡多児童相談所
※虐待通告については24時間対応

来所相談（原則予約相談）
電話：月～金   8:30～17:15
（年末年始、祝日を除く）

0880-37-3159

機関名 相談時間 連絡先

高知県高齢者・障害者権利擁護セ
ンター 一般相談

月～金   9:00～16:00
（年末年始、祝日を除く）

088-875-0110

高知県高齢者・障害者権利擁護セ
ンター 法律相談（予約制）

毎月第１・３木曜日
 13:00～15:00
（年末年始、祝日を除く）

088-875-0110

相談窓口の抜粋

相談窓口の抜粋



５．障害者
 県 で は 、「 高 知 県 ひ と に や さ し い ま ち づ く り 条 例 」（ 平 成 ９ 年 ） の 制 定 や 、 
共生 社 会 の 実 現 を 目 指 し て「 第 ３ 期 高 知 県 障 害 者 計 画 」（ 令 和 ５ 年 ３ 月 ）を策 
定 し 、「 障 害 福 祉 計 画 」や「 日 本 一 の 健 康 長 寿 県 構 想 」に 基 づ く 取 組 な ど とあ 
わ せ て 、障 害 の あ る 人 が 、 地 域 で 安 心 し て 日 常 生 活 や 社 会 生 活 を 営 む こ と が 
で き る た めの 施 策 を 推 進 し て い ま す 。

６．感染症患者等
 エイズは、ＨＩＶ（ヒト免疫不全ウイルス）による感染症です。まだ完治させる方法は見つ
かっていませんが、医学の進歩により、適切な治療をすることでエイズの発症を抑え、感染す
る前とほぼ同じように生活することができるようになりました。しかしながら、今でも感染経
路に関する誤った知識や誤解から、就労をはじめ日常生活において、患者や感染者を差別や偏
見で苦しめてしまうことがあります。 

機関名 相談時間 連絡先

安芸福祉保健所 月～金   8:30～17:15
（年末年始、祝日を除く）

0887-34-3177

中央東福祉保健所 月～金   8:30～17:15
（年末年始、祝日を除く）

0887-52-4594

中央西福祉保健所 月～金   8:30～17:15
（年末年始、祝日を除く）

0889-22-1249

須崎福祉保健所 月～金   8:30～17:15
（年末年始、祝日を除く）

0889-42-1875

幡多福祉保健所 月～金   8:30～17:15
（年末年始、祝日を除く）

0880-34-9056

機関名 相談時間 連絡先

高知県高齢者・障害者権利擁護セ
ンター

月～金   9:00～17:15
（年末年始、祝日を除く）

088-850-7770

高知県子ども・福祉政策部
障害福祉課

月～金   9:00～17:15
   13:00～16:30
（年末年始、祝日を除く）

088-823-9837

相談窓口の抜粋

相談窓口の抜粋



７．外国人
 言 語 、 宗 教 、 習 慣 等 の 違 い か ら 、 外 国 人 を め ぐ っ て 様 々 な 人 権 問 題 が 発 生
して い ま す 。 外 国 人 に 対 す る 偏 見 や 差 別 を な く し て い く た め 、 文 化 の 多 様 性 、 
外国 人 の 生 活 習 慣 等 へ の 相 互 理 解 を 進 め 、 多 文 化 共 生 社 会 を 実 現 す る う え で 、 
継続 し て 異 文 化 理 解 推 進 に 取 り 組 む こ と が 必 要 と な っ て い ま す 。

８．犯罪被害者等
 犯 罪 被 害 者 と そ の 家 族 は 、 事 件 そ の も の に よ る 直 接 的 な 被 害 に 加 え 、 収 入 の途 絶 やそ 
の 後 の 弁 護 士 費 用 、 医 療 費 の 増 加 な ど の 経 済 的 負 担 、 捜 査 や 裁 判 の 段階 で の 精 神 ・時間 
的 な 負 担 、過 剰 な 取 材 や 報 道 な ど 、被 害 後 に 生 じ る 問 題（ 二次 被 害 ） に 苦 し め ら れ 、 被 
害 か ら の 早 期 の 回 復 や 軽 減 に つ な が ら な い 事 例 も 少な く あ り ま せ ん 。

機関名 相談時間 連絡先

高知県外国人生活相談センター
「ココフォーレ」

月～土   9:00～17:00
（年末年始、祝日を除く）
対応言語：英語、中国語、
韓国語、ベトナム語、イン
ドネシア語等

088-821-6440

機関名 相談時間 連絡先

認定特定非営利活動法人こうち
被害者支援センター

月～金   10:00～16:00
※土日祝日の7:30～22:00は全
国被害者ネットワークサポー
トセンターにつながります

088-854-7867

相談窓口の抜粋

相談窓口の抜粋



９．インターネットによる人権侵害
 インターネットを悪用した誹謗中傷や、掲示板等への差別的な書き込みなど、その匿名性、情報発信の
容易さを逆手に取った人権侵害が続いています。令和６年５月には、インターネット上の誹謗中傷等違
法・有害情報の流通の問題に関し、いわゆる「プロバイダ責任制限法」について、大規模プラットフォー
ム事業者に対して、対応の迅速化や運用状況の透明化の義務付けなどを内容とする改正法が成立・公布さ
れ、その通称も「情報流通プラットフォーム対処法」に改められました。（令和７年４月施行）

１０．災害と人権
 県では、東 日 本 大 震 災 な ど 過 去 の 災 害 で の 人 権 侵 害 の 事 例 を 教 訓 と し て 、
要 配 慮 者 へ の 配 慮 や 、 男 女 の ニ ー ズ の 違 い な ど 男 女 双 方 の 視 点 へ の 留 意 に 関 
する 取 組 を 進 め て い ま す 。

Ｒ５ Ｒ６

災 害 ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 支 援 （研修会の実施） ３回 ３回

聴 覚 障 害 者 を 対 象 と し た 情 報 保 障 ボ ラ ン 
テ ィ ア

146人 74人

女 性 防 災 プ ロ ジ ェ ク ト 6回 延88人 5回 延221人

機関名 相談時間 連絡先

高知地方法務局人権擁護課
（みんなの人権110番）

月～金 8:30～17:15
（年末年始、祝日を除く）

0570-003-110

高知県子ども・福祉政策部
人権・男女共同参画課

月～金 8:30～17:15
（年末年始、祝日を除く）

088-823-9804

機関名 相談時間 連絡先

（公財）高知県人権啓発センター 月～金 8:30～12:00    
    13:00～17:15
（年末年始、祝日を除く）

088-821-4681

相談窓口の抜粋

相談窓口の抜粋



１１．性的指向・性自認
 性 的 指 向 （ ど の よ う な 性 別 の 人 を 好 き に な る か ） は 人 に よ っ て 様 々 に 分 か 
れて い ま す 。 同 性 愛 者 ・ 両 性 愛 者 や 、 生 物 学 的 な 性 と 性 自 認 （ 自 分 の 性 を ど 
の よう に 認 識 し て い る か ） と が 一 致 し な い 人 （ い わ ゆ る ト ラ ン ス ジ ェ ン ダ 
ー ） な どは 、 あ る 企 業 の 調 査 に よ る と 、 人 口 の 8.9％ と 算 出 さ れ て い ま す 。

様々な人権課題

 刑 を 終 え て 出 所 し た 人 や そ の 家 
族 に 対 す る 偏 見 や 差 別 は 根 強 く 、 
就 職 に 際 して の 差 別 や 住 居 の 確 保 
の 困 難 性 等 、 社 会 復 帰 を 目 指 す 人 
た ち に と っ て 、 現 実 は厳 し い 状 況 
に あ り ま す 。

Ｒ５ Ｒ６

こうち男女共同参画センター
「ソーレ」

17件 6件

人権啓発センター 5件

Ⅰ 刑 を終えて出所した人

Ⅱ 職場におけるハラスメント

 職 場 に お け る ハ ラ ス メ ン ト に つ 
い て は 、働 く 人 の 個 人 と し て の 尊 
厳 を 不 当 に傷 つ け る 社 会 的 に 許 さ 
れ な い 行 為 で あ る と と も に 、働 く 
人 が 能 力 を 十 分 に 発 揮す る こ と へ 
の 妨 げ に な る も の で す 。

機関名 相談時間 連絡先

こうち男女共同参画センター
「ソーレ」（にじいろコール）

毎月第４土曜日
  13:30～16:30

0120-56-2416

機関名 相談時間 連絡先

高知労働局雇用環境・均等室 月～金 8:30～17:15
（年末年始、祝日を除く）

088-885-6041

高知県労働委員会 月～金 8:30～12:00 13:00～17:15
（年末年始、祝日を除く）

088-821-4645

相談窓口の抜粋

相談件数

相談窓口の抜粋



人権全般の取組について

高知県人権啓発センターの取組

 高知県人権啓発センターでは、自治体や地域住民・企業・団体などが実施するさまざま
な研修や学習の場に研修講師を派遣する事業を行っています。

 近年、すべての企業へのハラスメント対策の義務化や、
障害のある方への合理的配慮の提供の義務化など、制度や
法令等において人権擁護の取り組みが進んでいます。私た
ち一人ひとりが、人権感覚や人権意識を高めていくことが
必要となっています。

 高知県人権啓発センターでは、同和問題をはじめとする
あらゆる人権に関する問題に対する県民の理解と認識を深
めるため、自治体や企業等各種団体が行う人権啓発研修に
講師を派遣しています。人権研修をお考えの際は、ぜひ、
ご利用ください

研修スケジュー
ル等詳しくはこ
ちらから

・高 知 県 人 権 尊 重 の 社 会 づ く り 条 例
 同 和 問 題 を は じ め と す るあ ら ゆ る 人 権 に 関 す る 問 題 へ の 取 組 を 推 進 し 、 真 に人 権 が 尊 重 さ れ る 社 
会 づ く り に 寄 与 す る こ と を 目 的 と し て 、 平 成 10 年 ３ 月 に「 高 知 県 人 権 尊 重 の 社 会 づ く り 条 例 」 を 制 
定 しました。
・高知県人権施策基本方針
 あら ゆ る 人 権 問 題 の 解 決 に 向 け て 、 人 権 教 育 ・ 啓 発 の 推 進 や 個 別 の 人 権 課 題ご と の 推 進 方 針 な ど 
を 定 め た「 高 知 県 人 権 施 策 基 本 方 針 」を 平 成 12 年 ３ 月 に 策定 し ま し た 。 こ の 基 本 方 針 は 社 会 状 況 の 
変 化 に 伴 う 人 権 課 題 に 対 応 し て い く ため 、平 成 26 年 ３ 月 に 第 １ 次 改 定 を 行 い 、こ れ 以 降 は 、５ 年 ご 
と に 改 定 を 行 う こと と し 、平 成 31 年 ３ 月 に 第 ２ 次 改 定 を 、令 和 ６ 年 ３ 月 に 第 ３ 次 改 定 を 行 い ま した

・人 権 に 関 す る 県 民 意 識 調 査
人 権 に つ い て の 県 民 の 意 識 を 把 握 し 、 今 後 の 人 権 施 策 を 推 進 し て い く う え での 基 礎 資 料 と す る こ と 
な ど を 目 的 と し て 、 ５ 年 ご と に  「 人 権 に 関 す る 県 民 意 識 調 査 」 を 実 施 し（直近の調査は令和４年度）、
そ の 結 果 を 県 人 権・男 女 共 同 参 画 課の ホ ー ム ペ ー ジ で 公 表 し て い ま す 。

■人 権 啓 発 に 関 す る 主 な 取 組
・人 権 啓 発 フ ェ ス テ ィ バ ル 開 催 事 業
 人権週間（１２月４日～１０日）を周知するとともに、私たちのまわりにある様々な
人権問題について、県民が関心を持ち理解を深めることができるよう、「明るく、楽し
く」を基本とした啓発の場を提供することで、県民の人権意識の高揚を図ることを目的
として開催しています。


